
資料１１－４ 

 

今後の進め方について 

 
1. 作業部会の設置 
 

(1) 設置趣旨 
 本委員会の下に作業部会を設置し、総合評価方式の実施状況を継続的にフ

ォローアップするとともに、手法の改善や普及方策等について検討を行う。 
 
(2) メンバー 
 学識経験者及び発注者（国土交通省（本省、国総研、地方整備局）、地方公

共団体）の実務担当者で構成する。また、必要に応じて受注者（土工協、全

建）の実務担当者を招聘し、意見交換等を行う。 
 
 

2. 検討スケジュール 
 
 平成１９年４月中旬 第１回作業部会を開催 

・ 総合評価方式のデータ収集・分析方法等の検討 
 
 以後、２～３回程度の作業部会を開催 
・ 分析方針（案）とりまとめ 

 
 平成１９年９月頃 第１２回委員会を開催 

・ 総合評価方式の分析方針の審議 
 
 以後、２～３回程度の作業部会を開催 
・ 総合評価方式の実施状況の分析 
・ 改善・普及方策の検討 
・ 作業部会とりまとめ 

 
 平成２０年３月頃 第１３回委員会を開催 

・ 作業部会とりまとめの報告、審議 
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